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　7月25日（土）・26日（日）に開催予
定のこどものまち「ミニあやせ」の企
画、運営などを行う子ども実行委員と、
子どもたちをサポートする大人スタッ
フ・当日大人スタッフを募集します。
　ミニあやせ事業は、子どもたち自
らがまちづくりの疑似社会体験に参
画し、主体性を発揮することで自主
性や協調性、創造性を育み、協働作
業などをとおして社会への参加や社
会の仕組みについて学ぶものです。
　子どもたちが考え、楽しみながら、
みんなでつくりあげるまちです。「こ
んなまちやお店があったらいいな」
「子どもの頑張りを応援したい」など、
興味のある方は参加してみませんか。
　申4月1日～17日（当日大人スタッフ
は随時）に青少年課☎70・5655
　問同課

　10回程度開催する子ども会議に
出席し、まちのルールや仕組み、施
設（店）を決め、必要な物品の作成
を行います。開催当日は、店長とし
て働く人を雇い、店を運営します。
　対市内在住の小学4年～中学生
（原則、開催両日に参加できる方）

　子どもたちの主体性を尊重しなが
ら、まちづくりを手伝います。大人
スタッフ会議を必要に応じて開催し、
子どもたちが考えたミニあやせが実
現できるように調整や活動の補助を
行います。
　対市内在住・在勤・在学で高校生
以上の方定30人程度

　開催当日に、店長の仕事、調理な
どの補助や、大人が運営する特別出
店の運営を担当します。
　対市内在住・在勤・在学で高校生
以上の方

こどものまち「ミニあやせ」事業スケジュール 
時 内容

5/3（日・祝） 13：00～15：30 第1回子ども会議
5/17（日） 13：00～15：30 第2回子ども会議
5/23（土） 10：00～13：00 食事グループ調理実習
5/30（土） 9：30～15：00 第3回子ども会議
6/13（土） 9：30～12：30 第4回子ども会議
6/20（土） 9：30～15：00 第5回子ども会議
7/5（日） 13：00～15：30 第6回子ども会議

7/18（土） 17：00～19：00 ふれあい探検ウォークラリー
大会

7/19（日） 9：30～16：00 第7回子ども会議（装飾、看
板作りなど）　

7/19（日） 10：00～12：00 当日大人スタッフ説明会

7/24（金・祝） 10：00～16：00 開催準備　場オーエンス文
化会館・中央公民館

7/25（土） 9：00～17：00 開催1日目　場オーエンス文
化会館・中央公民館

7/26（日） 9：00～17：00 開催2日目　場オーエンス文
化会館・中央公民館

8月以降 こどものまち見学など
8/2（日） 9：30～11：30 第8回子ども会議（反省会）
9/12（土） 9：30～12：00 第9回子ども会議
12/12（土） 9：30～12：00 第10回子ども会議
来年2/28（日） 9：30～12：00 第11回子ども会議
来年3月下旬 健康ファミリーマラソン大会
※日時、場所は変更になる場合があります　
※会議の場所は、市役所会議室など	 	 	

こどものまち「ミニあやせ」

子ども実行委員・大人スタッフなど募集
危険なブロック塀など
　地震などによる災害を未然に防止するため、危険なブロッ
ク塀などを撤去したり、撤去後に安全な工作物を設置したり
する費用の一部を補助します。
■条件　所定のブロック塀等点検表により、危険性があると
認められるブロック塀などを所有や管理している方で、次の
項目全てに該当①塀などが通り抜けできる道路に面している
②市税を滞納していない③塀などが高さ60㎝を超えるもので、
撤去するか、撤去後に安全な工作物を設置する工事④市内施
工業者が行う工事⑤着工予定の工事（着手済みは対象外）
■その他　工事着手前に同課へ要相談
木造住宅
　耐震診断費用の一部・強度不足と判定された場合の耐震
設計費と改修費や耐震シェルター設置の費用の一部を補助
します。
■条件　昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、
2世帯住宅、店舗・事務所兼用住宅(昭和56年6月1日以降に増
築工事に着手し、増築部分の延べ面積が既存部分の2分の1未
満の木造住宅を含む)で次の項目全てに該当する住宅①地上
2階建て以下で在来工法による木造住宅②市税の滞納がない
市民が、自ら所有し居住する住宅

　綾瀬市で暮らす外国人市民の方で2番目
に多いのは、スリランカ国籍の方です。本

年3月１日現在で622人と、外国人市民の15.0％を占
めており、毎月増加が続いています。
　セイロン紅茶の産地としても知られるスリランカは、
豊かな自然を持つことから、「インド洋の真珠」とも呼
ばれています。
　2009年に終結した26年間に及ぶ内戦を乗り越えて、
仏教、ヒンズー教、イスラム教などを信仰するさまざ
まな民族が暮らしています。
　公用語はシンハラ語とタミル語ですが、民族間をつ

なぐ言語として英語の使用
も憲法で認められています。
　イギリスの植民地であっ
た経過から、国内ではイギ
リス発祥のスポーツである
クリケットが人気で、世界で
も有数の強豪国となっています。
　主食は日本と同じくコメで、スリランカ料理でよく
使われる、ココナッツミルクでコメを炊いた「キリバッ
ト」は祝い事で食べられる、伝統的な料理です。
　問企画課☎70・5657

あやせ わーるど れぽーと　異文化の理解に向けて（スリランカの基礎知識編）

縁起物のキリバット

広告

広告

大人スタッフ

当日大人スタッフ

子ども実行委員

危険なブロック塀などの補助  

補助区分 撤去 撤去後の安全な工作物などの設置
補助割合 限度額 補助割合 限度額

通学路に面している
場合

撤去に要した費用の
10／10 20万円

設置に要した費用の
10／10 30万円

通学路以外の道路に
面している場合

撤去に要した費用の
1／2 20万円

設置に要した費用の
1／2 30万円

木造住宅の補助  
補助項目 補助率 補助上限額

耐震診断 2/3 4万円
耐震設計※ 2/3 8万円
耐震改修※ 2/3 100万円
工事監理※ 2/3 6万円
耐震シェルター設置※ 2/3 18万円
※対耐震診断の結果で総合評価1.0未満

危険ブロック塀、木造住宅など

耐震化費用を補助
問建築課☎70･5632


